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◼ 国の審議会の議論等に適切に対応するため、業務規程及び送配電等業務指針を一部変更する。

◼ 主な変更のポイントは以下のとおり。

1. 運用容量及びマージンの算出スケジュールに関する規定の変更（業務規程）

• 作業停止計画調整スケジュールを踏まえた運用容量及びマージンの算出スケジュールの変更

2. 連系線利用登録に関する経過措置の終了に伴う規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）

• 連系線利用登録に関する経過措置の廃止

3. その他規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）

• 字句修正等

＊施行期日は、2026年4月1日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日。

業務規程及び送配電等業務指針の一部変更案のポイント
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1. 運用容量及びマージンの算出スケジュールに関する規定の変更（業務規程）

• 作業停止計画調整スケジュールを踏まえた運用容量及びマージンの算出スケジュールの変更



3１ 運用容量及びマージンの算出スケジュールに関する規定の変更の背景

※1 流通設備を損なうことなく、供給信頼度を確保した上で、流通設備に流すことのできる電力の最大値。
※2 需給調整等のために一般送配電事業者間で電気を需給するために、連系線の運用容量の一部を卸取引等には開放せず、本

機関において管理する容量。

本機関は、電力系統を安定的に運用するために、翌年度以降の長期及び年間における連系線の運用
容量※1及び翌年度以降の長期及び年間におけるマージン※2の値を算出し、公表している。

これら整理に基づき、運用容量及びマージンの算出スケジュールに関する規定の見直しを行う。

容量停止計画との一体的な作業調整を実施することを目的に、作業停止計画の調整並びに運用容
量及びマージンの算出のスケジュールについて、前倒しの検討を行い、作業停止計画の調整スケジュール
については、先行して整理※３されたことから、規定改正により、 2025年度から前倒しすることとした。
一方で、運用容量及びマージンの算出スケジュールについては、至近の連系線増強計画※4による系統
構成の変更など、算出方法の見直しが必要であるため、2025年度については前倒しを見送ることとし、
段階的な変更とすることで引き続き調整を行ってきたが、今回、算出方法の見直しが完了したことから、
更なる一体的な作業調整に向けて、2026年度以降、算出時期を2月末から1月末へ前倒しすることが
本機関の検討会※５で整理※６された。

※3 容量停止計画と作業停止計画については、効率的に整合を図るため、同時期（8～12月）に調整することで整理。
※4 中地域交流ループ(2026年度)・東北東京間連系線増強(2027年度)・東京中部間連系設備増強(2028年度以降となる見込み)。
※5 第2回 運用容量検討会（2025年10月6日）・第3回 マージン検討会（2025年10月29日）。
※6 作業停止計画は、供給信頼度確保等の観点から運用容量・マージンの考慮が必要であるため、同時期に調整することで整理。
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［変更内容］

• 作業停止計画の調整スケジュールと合わせるかたちで、運用容量及びマージンの算出スケジュールに
関する規定を見直し（毎年２月末日まで ⇒ 毎年１月末日までへ前倒し）。

【業務規程第１２６条、第１２９条】＜変更＞

１ 運用容量及びマージンの算出スケジュールに関する規定の変更の内容



5（参考）運用容量及びマージンの算出スケジュールの変更について（その１）
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容
量
・マ
ー
ジ
ン
の
算
出
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調整期間：８月～12月末規
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※ 算出した運用容量及びマージンの値については、本機関のウェブサイトにて、速やかに公表。
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運用容量・マージン算出
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※
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計画の調整期間を一
致させ、一体的な作
業調整の実施を開始。
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（準備作業）
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認



6（参考）運用容量及びマージンの算出スケジュールの変更について（その２）

第2回 運用容量検討会（2025年10月6日） ・第3回マージン検討会（2025年10月29日）資料2から抜粋

作業停止計画の調整期間：８月～12月末



7

2. 連系線利用登録に関する経過措置の終了に伴う規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）

• 連系線利用登録に関する経過措置の廃止



8２ 連系線利用登録に関する経過措置の終了に伴う規定の変更の背景

これに対応するため、連系線利用登録に関する経過措置の規定を削除する。

※1 連系線を利用する地位又は権利の割当てを直接的に行わず、全ての連系線利用を日本卸電力取引所を介して行うことで、コス
トの安い電源順に送電することが可能となる。

※2 発電所への投資意欲を維持する観点から設けられた経過措置について、市場分断によるエリア間値差リスクをヘッジするための関
接送電権の利用が無償で利用可能となる。

本機関は、2018年10月に連系線利用ルールを連系線の効率的利用、公平性・透明性の確保及び
市場環境の整備の観点により、先着優先から間接オークションへ変更※1したことを踏まえ、2016年度の
利用計画として登録された長期連系線利用計画（最長10年間の利用計画）を対象に、経過措置
※2計画の管理に関する規定を設けた。

この経過措置は、最長2025年度までの連系線利用登録が対象であり、2026年3月31日をもって、
経過措置期間が終了となる。
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［変更内容］

• 2018年10月の間接オークション導入時に設けられた、連系線利用登録に関する経過措置が
2026年3月31日をもって終了することから、当該附則を削除※。

※ 先着優先で既に連系線利用計画として登録していた小売事業者等に対する経過措置は2025年度末で終了するが、
一方で、連系線の増強工事等の費用を一部負担した事業者（以下「特定負担者」） の取扱いに関する附則は残る
（ただし、恒久対策は最長４０年、短工期対策は恒久対策後の連系線の使用開始日の前日に終了）。

【業務規程附則（平成２８年４月１日）第３条】＜削除＞

【業務規程附則（平成２９年９月６日）第３条、第５条～第７条、第９条】＜削除＞

【業務規程附則（令和２年３月３０日）第４条、第５条】＜変更＞

【送配電等業務指針附則（平成２９年９月６日）第２条～第５条】＜削除＞

2 連系線利用登録に関する経過措置の終了に伴う規定の変更の内容



10（参考）連系線利用登録に関する経過措置の終了時期

第13回 制度検討作業部会（2017年10月30日）資料3から抜粋



11（参考）連系線利用登録に関する経過措置の取扱いについて

第9回 地域間連系線及び地内送電系統の利用ルール等に関する検討会（2019年4月24日）資料4から抜粋
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3. その他規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）

• 字句修正等
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［変更内容］

• その他記載の適正化（字句修正等）。

【業務規程（変更履歴）】＜変更＞

【業務規程附則（令和７年３月２６日）第１条】＜変更＞

【業務規程附則（令和７年７月２２日）】＜変更＞

【送配電等業務指針（変更履歴）】＜変更＞

【送配電等業務指針第１７５条】＜変更＞

3 その他規定の変更の内容


